
別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

■ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ ■
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ □
■ 本籍・国籍 ■ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 ■ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
■ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ □
□ 生年月日・ ■ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ □
■ 生年月日・ ■ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
■ 家族状況 ■
□ 親族関係
■ 婚姻

刑事事件に関する手続

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

地方税法第72条から第72条
の76までに規定する事務の
うち個人事業税に係る事務
の遂行

賦課徴収上必要となるため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

個人事業税 納税者 電算処理の有無 本人から収集 無 各県税事務所
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

少年の保護事件に関する手続

地方税法第73条から第73条
の38までに規定する事務の
遂行

賦課徴収上必要となるため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

不動産取得税 納税者 電算処理の有無 本人から収集 無 各県税事務所
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

心身の機能障害
犯罪により害を被った事実

健康診断等の結果
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

総務部税務課、各県税事務
所犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

実施機関内部での利用

民間・私人

税理士登録に伴う欠格事項
の調査（税理士法第4条及
び第24条）及び税理士登録
申請書（副本）の受領（税
理士法第21条）

税理士資格申請者の欠格事
項を調査するため

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

減免 減免申請者 電算処理の有無 本人から収集 無

不動産取得税その他の税に
係る減免について審査す
る。

減免申請に対する判断を行
い、申請者に回答するため

部・課名 総務部税務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名

税理士 税理士資格申請者 電算処理の有無 本人から収集 無 総務部税務課
本人以外から収集 有

他の実施機関 他の実施機関
他の官公庁 他の官公庁
民間・私人

要配慮個人情報
個人情報の記録項目

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 1/4



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 総務部税務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ □
□ 本籍・国籍 ■ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ ■ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
■ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

寄附金の受入れ及び地方税
法附則第7条に規定する申
告特例通知書の送付に係る
事務

寄附金の受入れ及び申告特
例通知書の送付のため

少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

ふるさと寄附金 寄附者 電算処理の有無 本人から収集 無 総務部税務課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

民間・私人

地方税法第700条の51から
第700条の69までに規定す
る事務の遂行

賦課徴収上必要となるため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

狩猟税 納税者 電算処理の有無 本人から収集 無 各県税事務所
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

地方税法第75条から第103
条までに規定する事務の遂
行

賦課徴収上必要となるため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

ゴルフ場利用税 特別徴収義務者、非課税利
用者

電算処理の有無 本人から収集 無 総務部税務課、各県税事務
所犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

地方税法第145条から第177
条の23までに規定する事務
の遂行

賦課徴収上必要となるため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

各県税事務所、自動車税事
務所犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

自動車税 納税者 電算処理の有無 本人から収集 無

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 2/4



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 総務部税務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ ■ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 ■ 犯罪の経歴 ■ □ 有 ■ 無 ■ ■
■ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ ■ 財産・収入 ■ □

年齢 ■ 納税状況 ■ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
■ 家族状況 □
■ 親族関係
■ 婚姻

少年の保護事件に関する手続
地方税法第22条の3から第
22条の23に規定する事務の
遂行

地方税法に規定する租税犯
罪の事実及び行為者を特定
し、処分を行うため 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

地方税法第144条から第144
条の60までに規定する事務
の遂行

免税軽油使用者証及び免税
証の交付事務に必要となる
ため

犯則事件の調査及び処分 犯則者、犯則嫌疑者、参考
人

電算処理の有無 本人から収集
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集

心身の機能障害

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

軽油引取税 免税軽油使用者 電算処理の有無 本人から収集 無 総務部税務課、各県税事務
所犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

賦課徴収上必要となるため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

県たばこ税手持品課税に係
る事務

納税者 電算処理の有無 本人から収集 無

地方税法平成27年法律第二
号改正附則第12条及び平成
30年法律第三号改正附則第
10条に規定するたばこ税手
持品課税係る事務

賦課徴収上必要となるため

無 総務部税務課、各県税事務
所有

軽油引取税 特別徴収義務者、納税者 電算処理の有無 本人から収集
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関

無 総務部税務課、各県税事務
所有

他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

地方税法第144条から第144
条の60までに規定する事務
の遂行

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

中央県税事務所
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 3/4



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 総務部税務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ □
■ 生年月日・ ■ 財産・収入 ■ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
■ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ ■ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ □
□ 生年月日・ ■ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ ■ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
□ 生年月日・ ■ 財産・収入 □ □

年齢 ■ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

地方税法第19条の11から第
19条の14までに規定する事
務の遂行

訴訟内容に対する判断を行
う。

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

訴訟 訴訟提起人 電算処理の有無 本人から収集 無 総務部税務課、各県税事務
所、自動車税事務所犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

地方税法第19条から第19条
の10までに規定する事務の
遂行

賦課処分及び徴収に係る審
査請求に対処するため必要
な情報を収集する。 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

審査請求 審査請求者 電算処理の有無 本人から収集 無 総務部税務課、各県税事務
所、自動車税事務所犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

少年の保護事件に関する手続
滞納者の財産を公売し、滞
納額に充当するため

落札者決定のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

インターネット公売 入札者 電算処理の有無
犯罪により害を被った事実

滞納整理事務その他の収税
事務を執行するため

滞納となった税の徴収を確
保するため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

少年の保護事件に関する手続

総務部税務課、各県税事務
所、自動車税事務所本人以外から収集 有

本人から収集 無

総務部税務課、各県税事務
所、自動車税事務所犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁

収税 納税者 電算処理の有無 本人から収集

民間・私人
刑事事件に関する手続

無

他の官公庁
民間・私人

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 4/4


